
建設委員会

【議案関係】

○ 都 市 計 画 課 秋田県立都市公園条例の一部を改正する条例案について ・・・ 1

○ 道 路 課 秋田県道路占用料徴収条例の一部を改正する条例案について ・・・ 4

○ 建 築 住 宅 課 秋田県建築基準法関係手数料徴収条例の一部を改正する条例案について ・・・ 11

「秋田県低炭素建築物新築等計画認定等手数料徴収条例の一部を改正する
条例案」及び「秋田県建築物エネルギー消費性能適合性判定等手数料徴収
条例の一部を改正する条例案」について ・・・ 15

令和５年第１回定例会（２月議会）
建設部　提出資料

令和５年２月１６日

建 設 部



秋田県立都市公園条例の一部を改正する条例案について

１ 改正理由

県が管理する道路の占用料の額の改定により、都市公園

の占用に係る使用料の額を改定する必要がある。

２ 改正内容

都市公園の占用に係る使用料の額を改定することとする。

３ 施行期日

この条例は、令和５年４月１日から施行することとする。

都 市 計 画 課
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秋田県道路占用料徴収条例の一部を改正する条例案について

１ 改正理由
道路法施行令の一部を改正する政令（令和４年政令第３７

８号）の施行により県が管理する道路の占用料の額を改定す
る等の必要がある。

２ 改正内容
（１）県では、道路占用料の額を国に準じて定めている。

国により、固定資産税評価額の評価替えや地価に対する
賃料水準の変動等を反映した道路占用料の改正が行われた
ことから、県の道路占用料についても、あわせて改正する
こととする。

（２）道路法の改正により、広域災害応急対策の拠点となる防
災機能を有する「道の駅」等について、「防災拠点自動車
駐車場」の指定制度が創設されたことにともない、占用許
可対象物件が追加されたため、道路の占用に係る占用料の
額を定めることとする。

【参考】防災拠点自動車駐車場の指定について
○地域防災計画等に位置付けがある「道の駅」やSA・PAを対

象として指定。秋田県では「道の駅」２１駅が指定。
⇒ 県管理一体型「道の駅」は１０駅が指定。

道 路 課

３ 施行期日等
（１）この条例は、令和５年４月１日から施行することとする。

（２）この条例の施行に関し所要の経過措置を規定することと
する。

道の駅におけるイメージ（国土交通省HPより）

国道１０１号｢みねはま｣
国道１０５号｢おおうち｣、｢なかせん｣、｢あに｣
国道１０７号｢さんない｣、｢東由利｣
国道１０８号｢清水の里・鳥海郷｣
国道２８５号｢五城目｣、｢かみこあに｣、｢ひない｣

○追加される占用物件(道路法施行令第７条第１４号)
防災拠点自動車駐車場に設ける備蓄倉庫、非常用電気等供

給施設等で、災害応急対策の的確かつ円滑な実施のため必要
であると認められるもの。
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秋田県建築基準法関係手数料徴収条例の一部を改正する条例案について

１ 改正理由
脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費

性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律による建築
基準法の一部改正により、新設される建築物の省エネ改修に
伴う容積率や高さに関する特例の許可等に係る手数料の額を
定める等の必要がある。

２ 改正内容
（１）建築基準法（以下「法」という。）第５２条第６項第３

号の規定による住宅又は老人ホーム等に設ける機械室等の
床面積を不算入とする容積率に関する特例の認定に係る手
数料の額を、申請１件につき２万７千円とする。

（２）法第５５条第３項の規定による第１種低層住居専用地域
等内において再生可能エネルギー設備の設置等工事を行う
建築物の高さに関する特例の許可に係る手数料の額を、申
請１件につき１６万円とする。

（３）法第５８条第２項の規定による高度地区内において再生
可能エネルギー設備の設置等工事を行う建築物の高さに関
する特例の許可に係る手数料の額を、申請１件につき１６
万円とする。

（４）その他所要の規定の整備を行う。

３ 施行期日
この条例は、令和５年４月１日から施行することとする。

建 築 住 宅 課

【参考】建築基準法の改正概要
（１）容積率不算入に係る特例認定制度の創設（第５２条第６

項第３号関係）
ヒートポンプなどを活用した高効率給湯設備を住宅や老

人ホーム等に設置する場合において、一定の基準に適合す
れば、当該設備を設置する機械室等を容積率算定の基礎と
なる床面積から除外できる特例認定制度が創設された。

（２）高さ制限に係る特例許可制度の創設（第５５条第３項、
法５８条第２項関係）
屋根の断熱改修や屋上に再生可能エネルギー設備を設置

する等の省エネ改修を行う場合において、高さ制限を超え
ることが構造上やむを得ない建築物に対する特例許可制度
が創設された。
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「秋田県低炭素建築物新築等計画認定等手数料徴収条例の一部を改正する条例案」及び「秋田
県建築物エネルギー消費性能適合性判定等手数料徴収条例の一部を改正する条例案」について

１ 改正理由
建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部改正
等により、一戸建ての住宅等に係る低炭素建築物新築等計画
及び建築物エネルギー消費性能向上計画の認定において、新
たに簡易な評価方法を導入することに伴い、当該認定に係る
手数料の額を定める等の必要がある。

２ 改正内容
（１）一戸建ての住宅及び共同住宅等並びに複合建築物の住宅

部分に係る省エネルギー性能が認定基準に適合することを
確認する方法として、計算によらずに断熱材や窓、空調設
備等の「仕様基準」に適合することを確認する方法を用い
る場合の手数料の額を定める。

①秋田県低炭素建築物新築等計画認定等手数料徴収条例
（例）一戸建ての住宅の認定手数料の額

建 築 住 宅 課

②秋田県建築物エネルギー消費性能適合性判定等手数料
徴収条例
（例）一戸建ての住宅の認定手数料の額

（２）その他所要の規定の整備を行う。

３ 施行期日
この条例は、公布の日から施行することとする。

【参考】認定に係る仕様基準のイメージ

通常の場合
《新 設》

仕様基準を用いる場合

３４，０００円 １８，０００円

※登録住宅性能評価機関が交付する「適合証」を提
出する場合の手数料の額は、いずれも５，０００円

通常の場合
《新 設》

仕様基準を用いる場合

２９，０００円 １６，０００円

※登録住宅性能評価機関が交付する「適合証」を提
出する場合の手数料の額は、いずれも５，０００円
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